
第３節 自 然 公 園

１ 自然公園の指定状況

表２―３―１６ 自然公園一覧 （単位：ａ）

２ 自然公園区域及び公園計画の再検討
自然公園法によって定められる公園計画は、それぞれの公園の特性に応じて、いかにして風景の保護を図り、そ

の公園としての資質を保全するか、また、自然休養レクリエーションの場として、適正な利用を図ることについて

定める計画であり、公園の管理、運営、施設整備の基本をなすものです。

近年、自然公園をとりまく社会情勢は著しく変化してきており、現行の公園計画では、対応しきれない場合もあ

るため国においては、公園計画の再検討を進めるべく昭和４８年に「国立公園計画の再検討要領」を定めました。

再検討の基本方針として

ア ５年ごとに再検討を行うこととし、この間は原則として公園計画の変更は行わない。

イ 公園区域は、区域線の明確化を図るために必要な場合等特別な事情のある場合を除き変更しない。特に開発を

目的とする区域の削除は原則として行わない。

公 園 名

面 積

指定年月日特別保護
地 区

特 別 地 域
普通地域 合 計

第１種 第２種 第３種 計

瀬 戸 内 海
国 立 公 園 ２ ６８０ １９９ ８８１ ６５７ １，５３８ 昭和２５年５月１８日

小 計 ２ ６８０ １９９ ８８１ ６５７ １，５３８

剣山国定公園 １，２４０ ３，２１８ １１，５２２ １５，９８０ ２，１９６ １８，１７６ 昭和３９年３月３日

室戸阿南海岸
国 定 公 園 ９２ ６４ １，４９１ ２，０８８ ３，６４３ ５ ３，７４０ 昭和３９年６月１日

�
�
	
阿波大島海中��


公 園 地 区 （１５．５） 昭和４６年１月２２日

�
�
	
阿波竹ヶ島海中��


公 園 地 区 （９．９） 昭和４７年１０月１６日

小 計 ９２ １，３０４ ４，７０９ １３，６１０ １９，６２３ ２，２０１ ２１，９１６

箸 蔵
県立自然公園 １，１８３ １，１８３ 昭和４２年１月１日

土 柱 高 越
県立自然公園 １，５８６ １，５８６ 〃

大 麻 山
県立自然公園 １．３０９ １．３０９ 〃

東 山 渓
県立自然公園 ３，７２４ ３，７２４ 〃

中 部 山 渓
県立自然公園 ５，６８１ ５，６８１ 〃

奥 宮 川 内 谷
県立自然公園 １，３２５ １，３２５ 〃

小 計 １４，８０８ １４，８０８

合 計 ９２ １，３０６ ５，３８９ １３，８０９ ２０，５０４ １７，６６６ ３８，２６２
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ウ 保護計画は、景観の質の再評価を行い、現行の保護地種区分を保護強化の方向で再検討する。

エ 管理の適正化を図るため、各地区毎に保護対策とこれの管理方針を明らかにする。

オ 地種区分境界線を明確化する。

カ 計画利用は、自然景観の質に対応し、良質な利用を促進するという観点から現計画を再検討する。

キ 特に優れた景観地では、適正な利用と一帯の景観の保全を図るため、実情に応じ利用の規制についての方策を

検討する。

としています。

本県の自然公園においても指定後相当な年月がたっていますが、自然保護に対する関心は年々高まっており、公

園内の自然の価値がますます重視されるようになるとともに、公園利用の面においても交通網の整備が進むにつれ

て公園利用者は、指定当時から大幅に増加しています。

このような状況において、将来世代も公園の豊かな自然が享受できるよう、景観及び生物多様性の観点から再評

価し、保全のための規制を適正に行うとともに、必要最小限の利用ための施設整備を行う必要があり公園計画の見

直しを順次行っています。

各公園における見直しの状況は次のとおりです。

� 瀬戸内海国立公園

昭和３２年及び４５年に保護及び利用計画が決定され、その後全面的に見直しは行われていませんでしたが、平成

２年度に再検討作業を終了し、公園計画が変更されました。

� 剣山国定公園

昭和６１年度に再検討を終了し、公園計画が変更されました。またその後の状況変化に対応するため、平成５年

度にも公園計画が変更されました。

� 室戸阿南海岸国定公園

平成９年度に再検討を終了し、公園計画が変更されました。

� 県立自然公園

県下の６県立自然公園は、区域指定に止まっています。今後公園計画を策定し、適正な保護及び利用を図る必

要があります。

３ 自然公園の保護管理
� 自然公園内における各種行為の規制

自然公園区域内においては、その区域の風致景観を保護するため、自然公園法あるいは徳島県立自然公園条例

に基づき各種の行為（工作物の新改増築等、木竹の伐採、土石の採取等）について規制が課せられ、規制の範囲

は、自然公園区域内に決定されている特別地域、普通地域によって異なっており、また許可権限者についても国

立公園は環境省大臣、国定公園及び県立自然公園は県知事となっています。

なお、国立、国定公園の特別地域内の行為については自然公園法施行規則（昭和３２年厚生省令第４１号）第１１条

によって、許可、不許可の判断がなされており、大規模な開発行為（１ha以上の面的広がりをもつ開発行為等）

については、事前に環境に及ぼす影響について総合調査を行うこととされています。

平成１３年度における自然公園ごとの許可、届出等の件数は、表２―３―１７のとおりです。
自
然
環
境
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�表２―３―１７自然公園内許可等件数

� 自然公園等における管理

ア 美化清掃

自然公園における美化清掃は鳴門公園においては、㈲自然公園美化管理財団が国立公園清掃活動負担金（県

・市）の助成を受け、清掃活動を行っています。

その他一部市町村においては、清掃管理を助成して施設の巡視清掃を行っています。

イ 施設の管理

自然公園の利用施設については、必要に応じ補修整備を行い適正利用に努めています。

ウ 自然公園監視員及び自然公園巡視員

自然公園等の適切な管理を行うため、昭和４８年度から県自然環境保全条例第３６条の規定に基づき自然保護監

視員を県下に配置し、各農林事務所長の指導監督を受け、自然環境保全に関する監視、指導、情報収集等を行

っています。また、平成４年度から自然公園巡視員（２名）を置き、自然公園等の監視を行っています。

平成１４年度における監視員の配置状況は表２―３―１８のとおりです。

�表２―３―１８ 自然保護監視員配置状況 （単位：人）

� 自然保護のための民有地買上地の管理

剣山国定公園内の剣山及び一の森地区の優れた自然環境（シコクシラベ、ツガ等の亜寒帯樹林及びブナ、ミズ

ナラ等の広葉樹林）を保護するため、昭和６１年度及び昭和６２年度に民有地約２２２haを県が取得し、さらに平成６

年度及び平成７年度にも９１haを取得し、以後自然保護監視員の巡視等により適正な管理に努めています。

自然公園別
事 項 別

剣山国定公園 室戸阿南海岸
国 定 公 園 県立自然公園 計

特 別 地 域 許 可

工作物の新改増築 １３ １８ ３１

土 石 の 採 取 １ ０ １

木 竹 の 伐 採 ０ ３ ３

水面の埋立・干拓 ０ １ １

指定植物の採取 ２ ０ ２

普 通 地 域 届 出
工作物の新改増築 ０ ０ ０

土地の形状変更 ０ ０ ０

特別地域内協議
普通地域内通知

工作物の新改増築 ３ ０ ３

木 竹 の 伐 採 ０ １

非常災害応急処置 工作物の新改増築 ０ ０ ０

条例に基づく届出

工作物の新改増築 １ １

土 石 の 採 取 ４ ４

土地の形状変更 ２ ２

計 １９ ２３ ７ ４９

公園事業認可・執行承認 ０ ４ ０ ４

農林事務所 徳 島 阿 南 日 和 佐 川 島 脇 町 池 田 合 計

監 視 員 配 置 数 １４ １１ １０ ８ １２ １１ ６６
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４ 自然とのふれあいのための施設整備
県民の自然とのふれあいを求める欲求は年々高まっており、自然との交流を図る健全な野外活動は、県民生活に

おいてますます重要性を増しておりますが、自然公園の自然や風致景観を損なわないような施設整備が重要となっ

ています。

� 平成１３年度における自然公園の公園利用施設の整備は次のとおりです。

ア 公 共 事 業

国定公園の公園計画に基づき、剣山国定公園の利用施設の整備を、環境省の補助事業である自然公園等整備

事業により実施しました。（表２―３―１９）

�表２―３―１９ 平成１３年度自然公園等整備事業

イ 県費補助事業

自然環境保全施設整備事業は、自然公園及びこれに準ずる地域における自然環境の保全を図りその適正な利

用を促進するとともに、四国いやしのみちづくりを推進するために、市町村等が行う環境保全、施設の整備に

要する経費に対し、事業費の２分の１以内の補助金の交付をするものです。（表２―３―２０）

�表２―３―２０ 平成１３年度自然公園等利用促進事業

５ 剣山特殊植物等保全事業の推進
剣山の山頂には、かつて、ミヤマクマザサやシコクフウロウ等が繁茂していましたが、地質の脆弱性、気候条件

の厳しさや、多数の登山者による踏圧によりこれらの植生が後退し、裸地化が進んでおり、この後退している植生

を回復するために、平成５年度より環境省の補助事業の特殊植物等保全事業により、３ケ年計画で総事業費６，９００

千円をかけて、剣山ミヤマクマザサ等植物群落の植生を回復させるために、頂上付近の約１，０００㎡に、播種や植え

つけ等の事業を実施しまた。また、これにあわせて、環境省の補助事業の自然公園等整備事業により、浸食及び登

山者による踏圧からの回避を図る目的で、登山道への木道を設置しました。

公 園 名 事 業 概 要 事業費（千円）

剣 山 国 定 公 園
見 ノ 越 駐 車 場 整 備 １５１，０００

剣山縦走線歩道整備、標識整備 １５，０００

計 １６６，０００

番号 補助対象市町村 補助額（千円） 施 設 内 容

１ 徳 島 市 １，５００ 中津峰公園整備工事

２ 山 城 町 １，９６７ 野鹿野池歩道整備工事

３ 池 田 町 ５，０００ 祖谷渓展望所修繕工事

４ 木 屋 平 村 １，０００ 剣山登山道歩道整備工事

５ 阿 波 町 ５，０００ 土柱公園遊歩道整備工事

計 １４，４６７

自
然
環
境
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第４節 野 生 生 物

１ 本県における野生生物種の現状

本県においては、野生生物種についての総合的な把握が十分ではなく、分布状況についてよく分かっていないの

が実状です。

本県に生息する野生生物種数については、既存の資料を分析した結果、県内では維管束植物（シダ植物、裸子植

物、被子植物）が３，１６６種類（変種・品種・帰化植物を含む）、高等菌類（キノコ）が６０７種前後、海藻が２４２種、ま

た、脊椎動物が約６５０種以上、無脊椎動物が約５，０００種以上確認されていますが、各種のさらなる調査と分析・把握

が必要です。

このような状況の中、絶滅のおそれのある野生生物の保護や、生物多様性の確保のための基礎資料とするため、

本県では６年間の調査、検討を経て平成１３年に「徳島県の絶滅のおそれのある野生生物」を発刊しました。本書に

は、脊椎動物１５１種、無脊椎動物２０２種、維管束植物８１４種が掲載されています。（表２―３―２１）

�表２―３―２１ 徳島県版レッドデータブック掲載種数一覧

＊ 掲載種選定時点における概数である。

２ 鳥獣保護及び狩猟の状況

� 概 況

本県は、３２８種の鳥類、４２種の哺乳類が生息していますが、近年土地の高度利用等により生息環境が変化し、

ツキノワグマ等多くの種が減少傾向にあると考えられます。一方で、ニホンジカ等一部の野生鳥獣の地域的な増

加に伴い、中山間地域を中心とする農林業被害の拡大といった問題が顕在化しています。

また、平成７年度、吉野川河口が「東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類重要生息地ネットワーク」

に参加し、他地域との情報交換を行っていくこととしています。

� 鳥獣保護区の設定等

鳥獣保護区、同特別保護地区、休猟区及び銃猟禁止区域の設定状況は、表２―３―２２～表２―３―２５のとおりです。

�表２―３―２２ 平成１３年度県設鳥獣保護区設定状況

カテゴリー
分類群

絶 滅
絶 滅 危 惧

小 計 準絶滅
危 惧

情 報
不 足

地 域
個体群 留 意 計 対象種

Ⅰ 類 Ⅱ 類

脊

椎

動

物

哺 乳 類 ２ １ ３ ５ １ ９ ４０

鳥 類 １６ ２４ ４０ ３２ ２ ７４ ３２８

は 虫 類 １ ３ ４ ４ ８ １７

両 生 類 １ ４ ５ １ ６ １７

淡水・汽水魚類 １ １０ ６ １６ １３ ４ ２０ ５４ １７１

小 計 １ ３０ ３８ ６８ ５５ ６ １ ２０ １５１ ５７３

無
脊
椎
動
物

昆 虫 類 １ ３４ １３ ４７ ３３ ３ ２ ８ ９４ ＊４，０００

その他の無脊椎動物 ２５ ２８ ５３ ２８ ２０ ７ １０８ １，３６６

小 計 １ ５９ ４１ １００ ６１ ２３ ２ １５ ２０２ ５，３６６

動 物 計 ２ ８９ ７９ １６８ １１６ ２９ ３ ３５ ３５３ ５，９３９

維 管 束 植 物 ３０ ５３３ １５６ ６８９ １９ ７３ ３ ８１４ ＊３，５００

合 計 ３２ ６２２ ２３５ ８５７ １３５ １０２ ６ ３５ １，１６７ ９，４３９

事由 設定目的 名 称 所 在 地
面 積 ha

存 続 期 間
保 護 区 特保地区

更新 森 林 鳥 獣 月 ノ 宮 徳 島 市 ３１５ Ｈ１３．１１．１～Ｈ２３．１０．３１

更新 森 林 鳥 獣 高 城 山 木沢村、木屋平村 ６１５ 〃

更新 誘 致 石 井 石 井 町 ３４１ ２１ 〃

更新 誘 致 南 川 鷲 敷 町 ６３ 〃

４ 箇 所 １，３３４ ２１
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�表２―３―２３ 鳥獣保護区、同特別保護地区の設（指）定状況 （平成１３年度末）

�表２―３―２４ 休猟区の設定状況 （平成１３年度末）

�表２―３―２５ 銃猟禁止区域の設定状況 （平成１３年度末）

� 狩猟免許等の交付状況

平成１３年度における狩猟免許者数及び狩猟者登録者数は、表２―３―２６のとおりです。

ただし、狩猟免許者数については、狩猟免許の有効期間が３年となっているため、３カ年の数値を記載してい

ます。

�表２―３―２６ 狩猟免許及び狩猟者登録状況 （単位：件）

� 鳥獣捕獲数の推移

昭和５９年度以降の狩猟による鳥獣捕獲数の推移は、表２―３―２７のとおりです。

区 分 県設鳥獣保護区
設 定 実 績

同特別保護地区
指 定 実 績 備 考

森 林 鳥 獣
箇 所 数 ３０ １５

他に国設の大規模生息として、１箇所

８，３３０ha（うち特別保護地区９９５ha）

面 積 １０，１４０ha １，２６２ha

集 団 渡 来
箇 所 数 ３ １

面 積 ６７４ha １６０ha

集 団 繁 殖
箇 所 数 １

面 積 １７０ha

誘 致 地 区
箇 所 数 １３ ６

面 積 ３，５５８ha ４１２ha

愛 護 地 区
箇 所 数 ７

面 積 ７０８ha

計
箇 所 数 ５４ ２２

面 積 １５，２５０ha １，８３４ha

年 度 箇 所 数 面 積（ha） 備 考

１１ １８ １８，９９８

存続期間３年
１２ ５ ５，１５０

１３ ７ ７，３８１

計 ３０ ３１，５２９

事 由 箇 所 数 面 積（ha） 備 考

設 定 ２０ １１，５１９
存続期間５年

累 計 ７０ ３７，２６１

免許の種別
狩 猟 免 許 （更新者を含む） 狩 猟 者 登 録

１１年 度 １２年 度 １３年 度 累 計 県 内 者 県 外 者 計

甲 種 １１１ ３５８ １１０ ５７９ ４０３ ２１ ４２４

乙 種 １９６ ２，０５４ １０９ ２，３５９ １，９１１ ２３１ ２，１４２

丙 種 ２０ １８ ２ ４０ ８７ １ ８８

計 ３２７ ２，４３０ ２２１ ２，９７８ ２，４０１ ２５３ ２，６５４

自
然
環
境
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�表２―３―２７ 鳥獣捕獲数の推移 （単位：羽）

鳥 類

年

度

計

ゴ

イ

サ

ギ

キ

ジ

ヤ

マ

ド

リ

ウ

ズ

ラ

コ

ジ

ュ

ケ

イ

カ モ 類

小

計

オ
ナ
ガ
ガ
モ

コ

ガ

モ

ヨ

シ

ガ

モ

マ

ガ

モ

カ

ル

ガ

モ

ヒ
ド
リ
ガ
モ

ハ
シ
ビ
ロ
ガ
モ

ホ
シ
ハ
ジ
ロ

キ
ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ

ス

ズ

ガ

モ

５９ ３９，０５８ ２１１ ２，１３３ １，４６７ ５０３ ３，０９２ ８，８９６ １０３ １，９６２ １４０ ４，１３２ １，３５６ １，１５２ １８ ４ ２３

６０ ４６，１１５ ２０２ ２，３５６ ２，７５１ ３４９ ３，８５４ ７，９５６ ９４ ２，４５３ ２４１ ２，８７２ １，５３５ ６８３ ２４ １０ ２１ １５

６１ ３６，０７６ １６２ １，９３８ １，６０１ ２０７ ２，４７０ ７，２５９ ５４ ２，０００ １２６ ３，１２５ １，３５３ ５２６ ４１ ２ ５ １０

６２ ３７，６７７ １１７ ２，１９０ １，３３６ １８２ ２，２１７ ６，４３９ ６１ １，７８１ １５２ ２，５３９ １，３３２ ５３３ １４ １ ４ １０

６３ ２９，３０２ ８５ ２，１２９ １，０７３ ２３８ １，９０８ ７，１８０ ７６ １，８７３ ８９ ３，１０８ １，３９８ ６１１ ２９ ９ ６ １

元 ２７，８１９ １１４ ２，８１８ １，４９９ ３２９ ２，０１６ ５，６７８ ３２ １，２８０ ８７ ２，３７２ １，３８８ ４７３ ２５ ９ ２ ５

２ ２２，０９１ ２２５ １，９８８ ８８０ ８６ １，６１１ ６，０７４ ４１ １，７５８ １１３ ２，１８７ １，３９１ ５４６ ２１ ２ ３ ３

３ ２９，１７４ ５４ ２，１８２ ８０３ ９０ １，７９６ ８，０７４ ６０ ２，０３７ １６８ ３，１１６ １，６４９ ９６３ ５１ １０ ８ ７

４ ２７，５８６ ５１ ２，２７５ １，０９４ ８９ １，７８０ ７，３１６ １５５ １，７４３ ２２０ ３，０８９ １，２５０ ７７６ ３６ ６ ５ ３１

５ ２０，０３２ ３５ １，８３４ ５８２ ７０ １，２９７ ７，２３１ ８３ １，７９１ １６０ ２，８４０ １，４０５ ８８０ ４６ ６ ９ ０

６ ２５，６１６ ３２ １，６８７ ８５８ ６４ １，０８６ ６，０５９ ２１ １，６１３ ９８ ２，４３６ １，２４６ ６１６ １５ ７ ０ ７

７ １５，６１４ ６０ １，３１５ ３７６ ６１ ６６５ ６，０２６ ３３ １，３６２ １５１ ２，３９８ １，３２９ ７１５ １４ ３ ６ １０

８ ２６，５０７ ２５ １，８５８ １，１３７ ４９ ８５２ ６，３７４ ２５ １，６３１ ３９ ２，５３１ １，３６５ ７５３ １９ １０ ０ ０

９ １６，４４４ １６ １，４４４ ３９０ ３７ ６０４ ５，４４５ ２３ １，１５７ １０２ ２，３１７ １，１０２ ６６２ ４３ ２１ ２ １２

１０ ２１，８２９ ２７ １，２２８ ４４５ ４７ ５６６ ５，２３５ １４ １，２５９ ９８ １，８１０ １，０６０ ９１２ ３６ ２９ ２ １４

１１ １３，０１７ ３ １，０２４ ４１１ ４０ ３０２ ３，４１７ ８ ５５５ １８ １，７９０ ６７４ ３６１ ８ ３ ０ ０

１２ １２，６５０ ５ ７９９ ２８２ ４ ２４５ ３，２４０ １２ ４１５ ２２ ２，０３７ ４２０ ３００ １９ １２ ０ ３

１３ ８，７７３ ２ ６７０ １９１ ４ １６９ ２，８５２ ５ ４３９ １０ １，４５６ ６３８ ３０１ ０ ３ ０ ０

鳥 類

年

度

カ モ 類 ウ

ミ

ア

イ

サ

バ

ン

タ

シ

ギ

ヤ

マ

シ

ギ

キ

ジ

バ

ト

カ ラ ス 類 ス ズ メ 類 ム

ク

ド

リ

ヒ

ヨ

ド

リ

コ
ウ
ラ
イ
イ
キ
ジ

ビ
ロ
ウ
ド
キ
ン
ク
ロ

ク

ロ

ガ

モ

コ
オ
リ
ガ
モ

小

計

ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス

ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス

ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス

小

計

ス

ズ

メ

ニ
ュ
ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ

５９ ０ ６ ０ ２ ３３１ ８５６ ３９６１０，１５９ ９４０ ４２３ ３１０ １０７ １０，０７２ １０，０６４ ８ － － ０

６０ ０ ８ ０ １ ２３０ ９９１ ３９５ ９，６３４ １，２１１ ８０３ ３１７ ９１ １６，１８５ １６，１５０ ３５ － － ０

６１ ０ １７ ０ ０ ２１８ ３４２ ２２５ ６，８７１ ７４３ ４４２ ２０４ ９７ １４，０３７ １４，０１０ ２７ － － ０

６２ ５ ７ ０ ２ ２９７ ４１５ ２０６ ７，４４２ ８３２ ５０１ ２４５ ８６ １６，００２ １５，９８４ １８ － － ０

６３ ０ ８ ２ ４ ２１１ ２１０ １５１ ６，３２４ ６５５ ４１９ １４１ ９５ ９，０６４ ９，０４４ ２０ － － ０

元 ０ ５ ０ ８ １８９ ９３ ２１０ ６，１６４ １，０１３ ５７９ ３１４ １２０ ８，２８８ ８，２５１ ３７ － － ０

２ ３ ４ ２ １ １９９ ５１８ １５０ ５，１４１ ６５５ ３４２ １８９ １６４ ４，５２３ ４，５０１ ２２ － － ０

３ ０ ５ ０ １５ ２１１ ７８６ １９４ ５，２６８ １，０００ ６５５ ２７０ ７５ ８，７０１ ８，６６４ ３７ － － ０

４ ０ ２ ３ １ ２２０ ５７２ ２０８ ４，９９３ １，０１２ ６９１ ３２７ ８４ ７，８８８ ７，８０８ ８０ － － ０

５ ０ １０ ０ ０ ２４０ ４１８ １６４ ３，８３６ ８４０ ６２２ １４５ ７３ ３，４８６ ３，４４２ ４４ － － ０

６ － ０ － － ２４２ ２４４ １１２ ３，５７３ ６７２ ３６９ １９５ １０８ ４，６８０ ４，６２０ ４０ ２１３ ６，０９４ ０

７ － ５ － － ２１１ ２６０ ８６ ２，７５１ ６０３ ３６４ １５４ ８５ １，０５９ １，０４３ １６ １１７ １，９７５ ４９

８ － １ － － ２８６ ３４１ １１０ ３，８８３ ８６５ ５１４ ２８９ ６２ ３，５６０ ３，５２０ ４０ ２７６ ６，８８０ １１

９ － ４ － － ２９３ ３５４ ９０ ３，０９８ ７２７ ４５７ ２２１ ４９ １，８８９ １，８７３ １６ １８８ １，８６７ ２

１０ － １ － － ２０９ ２４１ ９７ ２，８１１ ５９０ ３５６ １９４ ４０ ４，０１４ ３，９５７ ５７ ９６ ６，２２０ ３

１１ － ０ － － １８０ １５０ １８ ２，２４３ ５４５ ４２７ ７８ ４０ ２，８４０ ２，８２８ １２ ３２ １，８１２ ０

１２ － ０ － － ６４ １４３ ３４ １，９４８ ４７６ ４４７ ２９ ０ ２，１９３ ２，１９３ ０ ７３ ３，１４４ ０

１３ － ０ － － ６２ １２３ ２５ １，３８２ ３６１ ２６５ ９６ ０ ３６５ ３６５ ０ ４６ ２，５２１ ０

－ 166 －－ 166 －



（単位：頭）

３ 鳥獣保護及び狩猟の適正化対策

� 概 況

近年、私たちを取りまく自然環境、とりわけ野生鳥獣に対する社会的関心は高まりつつあり、また、シカ等の

特定種の著しい増加やクマ等の減少は自然環境の悪化の指標ともいわれており、野生鳥獣の適正な保護管理が強

く求められています。

これに伴い、本県としても野生鳥獣の生息環境の変化に対応し、長期的視点に立った計画的鳥獣保護施策を

推進するため、第９次鳥獣保護事業計画（平成１４年度～平成１８年度）に基づき鳥獣保護事業を実施しています。

� 鳥獣保護区の設定等

ア 鳥獣保護区及び同特別保護地区

鳥獣の保護繁殖を図るため、県民の理解のもとに県土の約６％に当たる５５箇所２３，５８０haを鳥獣保護区（国設

を含む。）として設定し、その保護を図っています。

また、鳥獣保護区の区域内において、鳥獣の保護繁殖を図る上で特に重要な地域については、その生息環境

を保全するために、２３箇所２，８２９haを特別保護地区（国設を含む。）として指定し、立木の伐採、工作物の設置

制限等の規制を設け保全を図っています。（平成１３年度末）

イ 休 猟 区

狩猟文化の持続性を確保するため、一定の地域において狩猟鳥獣が減少した場合は、必要により休猟区（設

定期間３年）に設定しその増加を図っています。

ウ 銃猟禁止区域

銃猟による危険等を防止するため、都市周辺、山林に近接した学校住宅地域等に設定していますが、銃器を

使用しての狩猟が禁止されているため、鳥獣の保護にも寄与しています。
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タ
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イ

ヌ
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ス
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５９ ５，５６５ ０ ６８７ ３６７ － １ ２６０ １ ２０ ５０ ５９ ３３０ ３，７２９ ２５ １３６ ０ － － － － －

６０ ４，６２９ ０ ８３３ ２４４ － １ １１１ ９ ４０ ４３ ３７ ３２ ３，１３９ １１ １２９ ０ － － － － －

６１ ５，７４７ ０ ７６８ ２８８ － ２ １４４ １５ ５２ １８ １９ １９４ ４，０９９ ２２ １２６ ０ － － － － －

６２ ４，６２１ ０ １，０１５ ２６８ － ３ ８５ １２ １２ ２６ １９ ２５ ３，００９ ２４ １２３ ０ － － － － －

６３ ３，９３６ ０ ９１６ ２６２ － ２ ２３０ ７ ３５ １９ １３ １８ ２，３２５ ２１ ８８ ０ － － － － －

元 ５，０６４ ０ １，４６０ ４２７ － ２ ３２１ １８ ５９ １２ １３ ２８５ ２，３０５ ４８ １１４ ０ － － － － －

２ ４，３１１ ０ １，０９５ ５４９ － ２ １２７ ３５ ２５ １３ ８ １９ ２，３５４ ３ ８１ ０ － － － － －

３ ４，６３３ ０ １，４１０ ５３１ － ０ ３００ １０ ４０ ７ １４ ３７ ２，１５５ ２６ １０３ ０ － － － － －

４ ５，０４９ ０ １，１４６ ４８８ － － ３７６ １２ ７０ １２ ２ １５１ ２，７１６ ５ ７１ ０ － － － － －

５ ４，２３３ ０ １，２２３ ６１５ － － ２２４ １９ ３６ １３ ３ ３８ １，９７７ ７ ７８ ０ － － － － －

６ ４，０８１ － １，２２４ ８１３ － － ２０９ ２８ ３５ － － １１１ １，５４８ ６ ７０ ２ ０ １ ０ ０ ３４

７ ３，９０３ － １，３９１ ７６１ － － １８３ １６ ２０ － － ９２ １，３２５ １ ７３ ０ ０ ０ ０ ０ １１

８ ４，３５６ － １，９０２ ６８８ － － ２８４ ３１ ５１ － － ８８ １，１４７ １０ １０６ ０ ０ ０ ２ ０ ４７

９ ３，５３６ － １，４６９ ６４１ － － ２１５ １０ ３０ － － ７０ ９８４ ８ ５４ ０ ０ ０ １ ０ ５４

１０ ４，３８１ － ２，２８８ ８３６ － － ２９２ ３０ ２６ － － １００ ７０９ ２ ４３ １ ０ ０ ０ ０ ５４

１１ ３，９０１ － ２，３０３ ９４４ － － １０９ ０ １８ － － １８ ４６７ １ ２２ ０ ０ ０ ０ ０ １１

１２ ３，３３８ － １，９３１ ８３５ － － １８７ ２ ７ － － ３ ３３４ ２ １７ ０ ０ ０ ０ ０ ２０

１３ ４，５８８ － ２，９８７ ９５４ ２１３ － ８５ ６ ２ － － ２ ３３４ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ４
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� 鳥獣生息調査等の実施

鳥獣保護施策を講ずる基礎資料とするため、鳥獣生息分布調査、特定鳥獣等保護調査、ガン・カモ・ハクチョ

ウ類一斉調査、鳥獣保護区等設定効果測定調査、キジ放鳥効果測定対策等を実施しています。

� 鳥獣保護思想の普及啓発

野鳥の生態観察を通じて野鳥に関する知識を深め、野生鳥獣保護思想を図るため、誰もが野鳥と身近に接する

ことのできる場として、野鳥の森（名西郡石井町、２１ha、年間利用者推定５，０００人）の整備を行うとともに、愛

鳥週間（５月１０日～１６日）を中心として探鳥会、愛鳥週間用ポスター原画の募集、等の行事を実施し、鳥獣保護

思想の普及啓発に努めています。

� 狩猟の適正化

狩猟の適正化及び野生鳥獣の保護を図るため、鳥獣保護員（４２人）その他関係機関の協力を得て取締及び指導

を実施するとともに、狩猟者の資質の向上を図るため、狩猟免許試験・更新、狩猟者登録等の機会をとらえて、

法令の周知・狩猟者のマナー向上等に努めています。

� ニホンジカの保護管理

本県南部地域におけるニホンジカによる農林業被害を低減させるため、平成１３年９月、鳥獣保護及狩猟ニ関ス

ル法律に基づく特定鳥獣保護管理計画である「徳島県ニホンジカ保護管理計画」を樹立し、同年１１月から科学的

かつ計画的なニホンジカの保護管理を実施しています。

� 捕 獲 禁 止

本県では、狩猟鳥獣のうち、特に個体数が少ないと考えられるキツネを捕獲禁止にしています。

また、全国的にもメスキジ、メスヤマドリが、一部地域を除いてツキノワグノマ、メスジカが捕獲禁止になっ

ています。

なお、本県では、ニホンジカの適正な保護管理を図るため、平成１３年度の猟期から勝浦郡、阿南市、那賀郡（那

賀川町、羽ノ浦町を除く。）、海部郡に限ってメスジカの捕獲禁止を解除しています。

� 有害鳥獣の駆除

農林水産物に被害を与えている鳥獣に対しては、徳島県鳥獣捕獲許可事務実施要領に基づき、猟友会の協力を

得て、被害を最小限にとどめるように駆除を実施し、農林水産業の振興に寄与しています。
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第５節 森 林

１ 森 林 計 画 等
木材等の生産、水資源のかん養、山地災害の防止、生活環境の保全・形成、保健文化的利用等森林の有する多面

的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、森林計画制度の適切な運用により健全な森林の維持、造成を図ってい

ます。

また、造林、保育、間伐等森林の整備を促進するため、市町村による市町村森林整備計画の樹立、変更及びその

実施を推進するとともに、森林施業計画の作成及び認定業務等について適切な指導をしています。

�表２―３―２８ 森林資源現況表

資料：林業振興課「森林資源現況表（平成１４年３月３１日現在）」

も り

� とくしま森林づくり構想

森林は、木材などの林産物の供給はもとより、県土の保全や水源かん養など、私たちに様々な恵みをもたらし

ています。

２１世紀は「環境の世紀」といわれ、森林に対する県民の要請も一層多様化・高度化しています。このような時
も り

代の新たな要請に応えるため、平成１４年３月、将来を見据えた本県の森づくりの理念となる「とくしま森林づく

り構想」を策定しました。

この構想の実現には、森林所有者や林業・木材関係者だけでなく、森林から様々な恵みを享受しているすべて

の県民と行政が一体となって、それぞれの役割に応じた取組を展開していくことが求められているところです。

先人が守り、育て、利用してきた森林を公共的な資産として次の時代に引き継いでいくため、また、森林の地

球温暖化防止対策への貢献等から、すべての県民が森林への理解を持ち、健全な森林を維持することが必要です。

� 休 養 林 等 整 備

都市化の進展による生活環境の変化、日常生活における余暇時間の増大等により森林を対象とする野外レクリ

エーション活動や自然観察等が活発化しているのに加え、近年、森林の香気を浴びて心身をリフレッシュさせる

森林浴が注目されているなど、森林のレクリエーション的及び保健休養的な利用はますます重要性を増しており、

休養林等は重要な役割を担っています。

森 林 面 積 （ha） 森林率
（％）
計

民有林の森林蓄積（千�）

国有林
民 有 林

その他 計 人工林 天然林 計
人工林 天然林 その他 計人工林率％

１８，８７５ １８６，４０１ ６３ １０２，７７５ ４，９３４ ２９４，１１０ ３５ ３１３，０２０ ７６ ４４，４９９ １１，２０３ ５５，７０２
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然
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�表２―３―２９ 休養林等の概要

資料：林業振興課「平成１４年度みどりの要覧」

２ 森 林 の 保 全
� 林地開発許可制度

森林は水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、森林内において開発行為を

行う場合には、森林の有するこれらの役割を阻害しないよう留意することが重要です。

このため県は、地域森林計画区域内の普通森林で、１．０haを超える開発行為に対し、森林法に基づく許認可手

続きを求め、その審査及び指導を行っています。

� 保 安 林

保安林は森林のもつ公益的機能の充実強化に大きな役割を果たしています。平成６年度から県は第５期保安林

整備計画（平成６～１５年度）に基づき計画的な保安林整備を進めることにしておりますが、平成１３年度末現在の

県下保安林は１０２，３６４haで県下森林面積の約３３％を占め、県土の保全に大きく寄与しております。

林地開発の許可及び保安林の解除の状況は表２―３―３０のとおりです。

名 称 所 在 地 面 積 設 定 年 月 日

剣 山 自 然 休 養 林

東 祖 谷 山 村 ha

９４７．３３ Ｓ４６．１２．１一 宇 村

木 沢 村

県 民 の 森 一 宇 村 １２７．９５ Ｓ４２．５～Ｓ４４．９

生

活

環

境

保

全

東 龍 王
徳 島 市

２１８．４４ Ｈ３．４
神 山 町

大 川 原 佐 那 河 内 村 ５２．００ Ｓ４９．４

婆 羅 尾
徳 島 市

２６．２０ Ｓ５４．４
勝 浦 町

大 地 神 山 町 ３４．４０ Ｓ５９．４

竜 王 山 美 馬 町 ３２．００ Ｓ６３．４

柴 小 屋 神 山 町 ８３．５０ Ｓ６２．４

南 川 鷲 敷 町 ２４．８０ Ｓ６２．４

植 桜 川 島 町 １４．２０ Ｈ１．４

中 尾 山 木 屋 平 村 ５８．６０ Ｈ３．４

船 窪 山 川 町 ２６．７０ Ｈ３．４

金 清 市 場 町 １１．００ Ｈ４．４

土 柱 阿 波 町 １１．１０ Ｈ７．４

風 呂 ノ 塔 三 加 茂 町 ２７．００ Ｈ１０．４

龍 蛇 谷 土 成 町 １６６．６６ Ｈ１１．４
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�表２―３―３０ 林地開発の許可及び保安林解除の状況 （平成１３年度）

（ ）は変更許可に係るもの
△は変更によって生ずる差引面積が減の場合による。

３ 松くい虫の防除

本県の松林は主に吉野川流域と海岸林を含む里山地帯に分布しています。

これらの松林は、森林資源としてはもとより、国土の保全、風致・観光等の重要な役目を果たしています。しか

しながら、作今の松くい虫の被害によって、資源の減少のみならず自然環境の悪化、国土保全等の公益的機能の低

下が危惧されています。県下の松くい虫の被害は、昭和２２年頃から見られますが、５３年の全国的な高温少雨という

異常気象によって被害区域が急激に拡大し、５６年には３７，３４０�の被害が出ました。その後、次第に減少傾向にあり、

近年は、約２，０００�から５，０００�で推移していましたが、平成１３年には、約１，９３０�に減少しています。

このような中、県及び関係市町村では、「森林病害虫等防除法」に基づき特別防除（薬剤の空中散布）、地上散

布、伐倒駆除（被害木の伐倒及び薬剤散布）、特別伐倒駆除（被害木の破砕）等の防除と松林をそれ以外の森林に

換える樹種転換等の対策を総合的に推進しています。過去５カ年間の被害発生状況及び防除の推移は表２―３―３１の

とおりです。

なお、空中散布の実施にあたっては散布区域周辺の昆虫等に対する影響調査を実施し、自然環境への影響も十分

配慮しています。

�表２―３―３１ 松くい虫被害状況及び防除の推移

目 的
区 分 林地開発の許可 保安林の解除

住 宅 用 地
件 数

面 積 （ha）

ゴ ル フ 場
件 数

面 積 （ha）

工場・事業場用地
件 数

面 積 （ha）

土 石 の 採 掘
件 数 １（３）

面 積 （ha） ３（１２）

道 路
件 数 ７

面 積 （ha） ３．２

そ の 他
件 数 ２（４） ３

面 積 （ha） ６（１） ０．３

計
件 数 ３（７） １０

面 積 （ha） ９（１３） ３．５

年 度 ９ １０ １１ １２ １３

被 害 材 積 （�） ４，９７８ ２，３０５ ９３５ １，３２３ １，９３０

特 別 防 除 （面積 ha） ４９ ３９ ３９ ３９ ３９

地 上 散 布 （面積 ha） ４３ ４１ ４０ ４０ ４１

特 別 伐 倒 駆 除 （材積�） ２０５ １８５ １２３ １３７ １７３

伐 倒 駆 除 （材積�） １，６４５ ５８８ ２７４ ４７３ ６５３

樹 種 転 換 （面積 ha） ２５ ２０ ２０ １０ ０

自
然
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第６節 都 市 環 境

１ 都 市 環 境
都市公園は、都市における緑とオープンスペースにより都市の災害に対する安全性の確保、健康の増進、公害の

防止、レクリエーション、スポーツ、文化活動等の需要に対処する多目的機能を有する重要な都市施設の一つです。

地震災害時における避難地、避難路、火災の延焼防止の効果、また、レクリエーション等の利用による心身の健康

づくり、さらに高齢化社会に対応した住みよい安らぎのある環境の創出とコミュニティの増進に寄与するなど、都

市公園は都市環境の改善を進めるうえで、最も有効な役割を果す施設としてその整備の緊急性はますます高くなっ

ています。

本県の都市公園の開設状況は表２―３―３２のとおり合計２３０カ所４００．９１haで、都市計画区域内人口当たり面積は

６．８０㎡／人となっており、全国平均８．３５㎡／人（平成１４年３月末現在）を下回っています。

このうち、県営の都市公園は表２―３―３３のとおりで、既に５公園が開設され、現在は鳴門ウチノ海総合公園、南

部健康運動公園の早期供用を目指し、整備促進に努めています。

２ 風 致 地 区
風致地区は、都市における自然的環境を良好にするために、樹林地、水辺等の自然的要素に富んだ地域等を都市

計画に基づき指定し、条例に基づき建築物その他工作物の建設や宅地造成、土地の開墾、建築物の色彩の変更、木

材の伐採等の行為に対し風致の維持のために規制を行っています。

平成１３年度末における県下の風致地区の指定状況及び平成１３年度中の風致地区内における許可等の件数は表２―

３―３４のとおりとなっています。

今後も、風致地区の適正な維持に取り組んでまいります。

�表２―３―３２ 都市公園開設面積 （平成１３年度末－Ｈ１４．３．３１現在）

種類

市町名

基 幹 公 園 特 殊 公 園 大規模公園
緩衝

緑地

都 市

緑 地

合 計
都市区
域 内
人 口

一人当
り公園
面 積住 区 都 市

風 致
動 植
物 園

その他 広 域
レ
ク
都
市

国

営街 区 近 隣 地 区 総 合 運 動 箇所 ha 千人 ㎡／人

徳島市 ８９１２．７０ ４ ５．４４３１５．３１２４９．２３１ ９．１０３２８．８１２２３．６１１ ６．５０１５７．６１ １０６０．５３ １１６２６８．８４ ２６４１０．１８

鳴門市 ３１ ６．３６ ４ ７．６７ １１０．６１１２５．６０１ ３．４４ １１．０１ ７ ５．８９ ４６ ６０．５８ ６３ ９．６２

小松島市 ４ ０．２６ ７．２８ ４ ７．５４ ４４ １．７１

阿南市 １ ０．１０ ２ ６．２６ ３ ６．３６ ４０ １．５９

石井町 ３ ０．４０ １ ７．１８ ４ ７．５８ ２７ ２．８１

那賀川町 ２ ０．７０ １ ２．２０ ３ ２．９０ １１ ２．６４

羽ノ浦町 １３ １．１３ ２ １．１０ １ ０．７４ １６ ２．９７ １２ ２．４８

日和佐町 １ １．３０ １ １．３０ ４ ３．２５

牟岐町 １ ０．１３ １ ５．９０ ２ ６．０３ ６１０．０５

松茂町 １ ０．０５ ３ ４．３６ ４ ４．４１ １４ ３．１５

北島町 １９ ３．１４ １ ２．１２ ２０ ５．２６ ２０ ２．６３

藍住町 ０ ０．００ ２８ ０．００

鴨島町 ３ ０．６１ １ ２．３５ １ ９．２０ ５ １２．１６ ２６ ４．６８

脇 町 ０ ０．００ １５ ０．００

貞光町 １ ０．１０ １ ０．１０ ４ ０．２５

池田町 ３ ０．７８ １ ０．９０ １ ５．７０１ ７．５０ ６ １４．８８ １２１２．４０

合 計 １７１２６．４６１７２５．２４３１５．３１７８７．８２３４２．２０４３２．２５２２３．６１１ ６．５０１６４．８９ １１．０１２１７５．６２ ２３１４００．９１ ５９０ ６．８０
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�表２―３―３３ 県営公園の設置状況 （単位：ha）

（ ）は平成１４年３月３１日現在の供用面積

�表２―３―３４ 風致地区の指定状況 （平成１４年３月３１日現在）

名 称 所 在 地 公 園 面 積

蔵 本 公 園 徳島市庄町 ９．１（ ９．１）

新 町 川 公 園 徳島市藍場町外 ４．９（ ４．９）

鳴門総合運動 公 園 鳴門市撫養町立岩外 ２５．８（２５．６）

日峯大神子広域公園 徳島市大原町籠山外 １５２．２（６４．９）

文化の森総合 公 園 徳島市八万町向寺山外 ４０．６（２９．２）

鳴門ウチノ海総合公園 鳴門市鳴門町高島 ２２．１（ ０．０）

南部健康運動 公 園 阿南市桑野町桑野谷外 ７０．０（ ０．０）

計 ３２４．７（１３３．７）

都 市 名 風致地区の
名 称 面積（ ha） 指定年月日

平成１３年度中の許可等の件数

許 可 届 出

徳 島 市

眉 山 ７９４ ４６．１０．１５ ４ ４

城 山 ２１ 〃

小 松 ２５ 〃 ２

日の峰大神子 １８２ 〃

小 松 島 市

日の峰大神子 ７８ 〃

金 磯 弁 財 天 ８ 〃

旗 山 恩 山 寺 １１２ 〃 １

計 ６ １，２２０ ７ ４

自
然
環
境
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第７節 天然記念物

１ 概 要
本県における国・県の指定件数は、動物１０件（うち国指定７件）、植物６３件（同１０件）であり、また、市町村指

定の天然記念物の数もおよそ１００件を数えています。その範囲は広域にわたっているものもあり、今後の保護行政

の在り方は自然環境保全と密接に関連した重要な課題となっています。

なお、県内各地に分布する国・県指定の天然記念物については、県内に配置されている１６名の文化財巡視員によ

る文化財パトロールが実施されています。

また、カモシカの分布・生息状況については、平成６年度から２か年計画で特別調査が実施され、前回（昭和６３

年度、平成元年度実施）に比べ、カモシカの個体数は増加し、分布も剣山を中心にして四国東南部山岳地帯のかな

り広い範囲に及んでいると考えられます。

２ 事 業 内 容
補助事業としては、説明板や標柱の設置、除草などの環境整備のほか、特に植物に関しては必要に応じて土壌改

良や害虫駆除等の樹勢回復事業等を実施しています。

また、カモシカに関しては平成１４年度から２か年計画で特別調査を実施しているところです。

３ 保護・保存について
国指定のものは文化財保護法により、また、県指定のものは文化財の保護に関する条例により守られています。

天然記念物の周辺の開発や天然記念物に係る事業の施行に際しては、工事の施工方法等について、その保護保存に

配慮したものとなるよう関係機関と事前協議を行った上、現状変更の許可申請が必要です。

�表２―３―３５

（平成１４年１０月現在）

国 指 定 県 指 定 計

天
然
記
念
物

地 質 ・ 鉱 物 ２ ８ １０

動 物 ７ ３ １０

植 物 １０ ５３ ６３

計 １９ ６４ ８３

名勝・天然記 念 物 ０ ２ ２
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